
鳥取県「鳥取力」創造運動支援補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」

という。）第４条の規定に基づき、鳥取県「鳥取力」創造運動支援補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、「鳥取力」創造運動として地域づくりなどに取り組む地域住民、活動団体

などが、地域活性化を図るために行う主体的な取り組みを支援することにより、地域づくりな

どに取り組む機運を醸成するとともに、県民一人ひとりが充実感を感じられる地域、環境を創

造することを目的として交付する。

（補助金の交付）

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」

という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第５欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）の額から、当該対象事業に伴う収入（本補助金を除く。）の額を控除した額に、同表の

第３欄に定める率を乗じて得た額と、同表の第４欄に掲げる限度額のいずれか低い額とする。

（交付申請の時期等）

第４条 本補助金の交付申請は、企画部長が別に定める日までに行わなければならない。

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１

号及び様式第２号によるものとする。

（調査）

第５条 県は、前条の交付申請を受け、必要と認めるときは、申請内容等について申請者から聴

取等の調査を行うことができる。

（審査）

第６条 審査は、一次審査（書類等）及び二次審査（審査会）により行う。

２ 審査会の設置及び審査方法については、企画部長が別に定めるものとする。

（交付決定の時期等）

第７条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた後、審査会を開催した日から１

４日以内に行うものとする。

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。

（着手届を要しない場合）

第８条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する補助

事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。



（承認を要しない変更）

第９条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は２割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

２ 変更等の承認については、変更等承認申請書を受けた日から３０日以内に行うものとする。

（実績報告の時期等）

第１０条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業等の完了又は中止若し

くは廃止の日から２０日を経過する日

(2) 規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度

の翌年度の４月１０日

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、そ

れぞれ様式第４号及び様式第５号によるものとする。

（雑則）

第１１条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、企画

部長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

１

補助事業

２

事業実施主体

３

補助率

４

限度額

５

補助対象経費

スタート

アップ型

新たな取り組み

やこれまでの事

業の拡充、試行

的な取り組みを

行う事業

１０／１０ １０万円

発 展 型

これまでの活動

の発展型の取り

組みであり、他

のモデルとなり

地域活性化に貢

献するソフト事

業（ソフト事業

に必要なハード

整備を含む）

審査により決定し

た団体、非営利公益

活動団体（法人格の

有無を問わない。）

、地域住民組織、個

人、企業。

ただし、本補助金以

外の規則に基づく

補助金、交付金を当

該事業のために受

け入れている団体

を除く。

３／４ １００万円

補助事業を実施す

るために必要と県

が認める経費。

なお、団体の運営に

係る経常的な経費、

人件費、団体構成員

に対する個人給付

的な経費、食料費（

事業実施に必要不

可欠なものは除く）

等、交付対象として

不適当と認められ

る経費は対象とし

ない。



様式第１号（第４条関係）

○○年度鳥取県「鳥取力」創造運動支援補助事業計画書

区 分 内 容

１．事業の区分 □ スタートアップ型 □ 発展型

２．事業の名称

３．事業の目的

４．実 施 体 制

５．事 業 内 容

(①実施予定日、②対象者、参加（予定）人数、③開催場所、④事業概要などを記載)

６．特 殊 性

（発展型のみ記載）

(これまでの活動の発展性、他のモデルとなるような先駆性、将来性などを記載)

注１：上記の内容が記載されていれば、様式は別様で構いません。

２：必要に応じ、下記の書類も提出してください。

（添付書類）

①実施団体に関するもの（規約、年間事業計画書、事業年度予算書など）

②事業内容に関するもの（チラシ、計画書など）



様式第２号（第４条関係）

○○年度鳥取県「鳥取力」創造運動支援補助事業収支予算書

収入の部 （単位：円）

区 分 予算額 積算内訳

県 補 助 金

自 己 資 金

参 加 費

その他の収入

合 計

支出の部 （単位：円）

区 分 予算額 積算内訳

情報発信費

会 場 費

その他経費

付帯事業費

合 計



様式第３号(第７条関係)

年 月 日

様

職 氏 名 印

○○年度鳥取県「鳥取力」創造運動支援補助金交付決定通知書

年 月 日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県「鳥取力」

創造運動支援補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和

３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとお

り交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

（担当：企画部地域づくり支援局協働連携推進課・地域ネットワークづくり担当 電話

0857-26-7070）

記

１ 対象事業

本補助金の対象事業の内容は、・・・・・・・・・・・・とする。

２ 交付決定額等

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変

更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。

(1) 算定基準額 金 円

(2) 交付決定額 金 円

３ 交付額の確定

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県「鳥取力」創造運動支援補

助金交付要綱（平成２２年３月 日付第 号鳥取県企画部長通知。以下「要

綱」という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の(2)の交付決定額（変

更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。

４ 補助規程の遵守

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなけ

ればならない。



様式第４号（第１０条関係）

○○年度鳥取県「鳥取力」創造運動支援補助事業報告書

区 分 内 容

１．事業の区分 □ スタートアップ型 □ 発展型

２．事業の名称

３．事業の目的

４．実 施 体 制

５．事 業 結 果

(①実施日、②参加人数、③開催場所、④事業結果などを記載)

６．特 殊 性

（発展型のみ記載）

(事業実施による成果、今後の展開などを記載)

注１：上記の内容が記載されていれば、様式は別様で構いません。

２：必要に応じ、下記の書類も提出してください。

（添付書類）

事業内容に関するもの（報告書など）



様式第５号（第１０条関係）

○○年度鳥取県「鳥取力」創造運動支援補助事業収支決算書

収入の部 （単位：円）

区 分 予算額 積算内訳

県 補 助 金

自 己 資 金

参 加 費

その他の収入

合 計

支出の部 （単位：円）

区 分 予算額 積算内訳

情報発信費

会 場 費

その他経費

付帯事業費

合 計


